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（
法
務
委
員
会
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
号
）
（
衆
議
院

送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
産
業
上
の
分
野
に
属
す
る
技
能
を
有
す
る
外
国
人
の
受
入
れ

を
図
る
た
め
、
当
該
技
能
を
有
す
る
外
国
人
に
係
る
新
た
な
在
留
資
格
に
係
る
制
度
を
設
け
、
そ
の
運
用
に
関
す
る
基
本
方
針

及
び
分
野
別
運
用
方
針
の
策
定
、
当
該
外
国
人
が
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
締
結
す
る
雇
用
に
関
す
る
契
約
並
び
に
当
該
機
関
が

当
該
外
国
人
に
対
し
て
行
う
支
援
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
ほ
か
、
外
国
人
の
出
入
国
及
び
在
留
の
公
正
な
管
理
に
関
す

る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
法
務
省
の
外
局
と
し
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
を
新
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正

１

不
足
す
る
人
材
の
確
保
を
図
る
べ
き
産
業
上
の
分
野
に
属
す
る
相
当
程
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
能
を
要

す
る
業
務
に
従
事
す
る
外
国
人
を
対
象
と
す
る
在
留
資
格
「
特
定
技
能
（
一
号
）
」
を
創
設
す
る
。

２

不
足
す
る
人
材
の
確
保
を
図
る
べ
き
産
業
上
の
分
野
に
属
す
る
熟
練
し
た
技
能
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
る
外
国
人
を
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対
象
と
す
る
在
留
資
格
「
特
定
技
能
（
二
号
）
」
を
創
設
す
る
。

３

政
府
は
、
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
制
度
の
適
正
な
運
用
を
図
る
た
め
、
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
制
度
の

運
用
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
務
大
臣
は
、
不
足
す
る
人
材
の
確
保
を
図
る
べ
き
産
業
上
の
分
野
を
所
管
す
る
関
係
行
政
機
関
の
長
等
と
共
同
し

て
、
当
該
分
野
に
お
け
る
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
制
度
の
運
用
に
関
す
る
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

特
定
技
能
（
一
号
）
の
在
留
資
格
に
係
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
外
国
人
と
雇
用
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
本
邦
の

公
私
の
機
関
は
、
当
該
外
国
人
に
対
す
る
生
活
上
の
支
援
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

法
務
省
設
置
法
の
一
部
改
正

法
務
省
の
外
局
と
し
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
を
置
き
、
同
庁
の
長
を
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
と
す
る
と
と
も
に
、
同
庁

の
任
務
を
「
出
入
国
及
び
外
国
人
の
在
留
の
公
正
な
管
理
を
図
る
こ
と
」
と
定
め
る
。

三

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
人
材
が
不
足
し
て
い
る
地
域
の
状
況
を
分
野
別
運
用
方
針
に
明
記
す

る
こ
と
、
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
に
つ
い
て
、
「
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
」
か
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ら
「
施
行
後
二
年
を
経
過
し
た
場
合
」
に
改
め
る
こ
と
等
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


